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令和４年第８回 総務文教委員会会議録 

令和４年 11 月 28 日 

第２委員会室 

開  会： 午後１時 19 分 

 

委 員 長 町野 道明 

副委員長 太田 敦之 

２番委員 猿渡 南江、３番委員 佐々木 透、４番委員 鵜飼 伸幸、５番委員 後藤 康司 

 

委員長   ；ただ今から、令和４年第８回総務文教委員会を開会いたします。 

       先ほど議会人事があり、新しく委員が入れ替わっております。早々ですけれども委

員会を行いますのでよろしくお願いします。 

本日の会議は、先ほどの本会議において、当委員会に付託された議案６件の審査で

あります。議事の進行は別紙の次第書の順序で行いますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは議題に入りますが、議案の内容は本会議において詳細説明まで受けており

ますので、直ちに委員の質疑、それに対する答弁、討論、採決という順序で進めさせ

ていただきます。 

なお、発言につきましては、委員長の許可を得て、必ずマイクのランプが点灯してい

ることを確認し、口元にあることを確認してからマイクに向かって、着座にて発言

するようにお願いをいたします。 

 

委員長   ；初めに、「議第９１号 恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて」を議題といたします。 

本件に対する御質疑はございませんか。 

       （「なし」と呼ぶ者あり）  

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第９１号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 
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（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第９１号」は原案のとおり、可決すべきものと決し

ました。 

 

委員長   ；次に、「議第９２号 恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正について」を議題といたします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第９２号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第９２号」は原案のとおり、可決すべきものと決し

ました。 

 

委員長   ；次に、「議第９３号 恵那市職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題と

いたします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第９３号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第９３号」は原案のとおり、可決すべきものと決し

ました。 

 

委員長   ；次に、「議第９４号 恵那市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部改正について」を議題といたします。 
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本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第９４号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第９４号」は原案のとおり、可決すべきものと決し

ました。 

 

委員長   ；次に、「議第９５号 東濃５市消防通信指令事務協議会の設置について」を議題とい

たします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第９５号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第９５号」は原案のとおり、可決すべきものと決し

ました。 

 

委員長   ；次に、「議第９６号 令和４年度恵那市一般会計補正予算（第６号）」を議題といた

します。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 
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「議第９６号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第９６号」は原案のとおり、可決すべきものと決し

ました。 

 

委員長   ；以上で予定の議題を全て終了しました。 

最後に、本会議における委員会審査結果報告書の作成については、正副委員長に一

任いただくことに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；ありがとうございました。 

それではこれをもちまして、令和４年第８回総務文教委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

午後１時 24 分閉会 

 

恵那市議会委員会条例第 30 条の規定によりここに署名又は押印する。 

 

                   恵那市議会 総務文教委員長  町 野 道 明 


